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23年度年度 24年度

松山市高浜町５丁目２２５９番地１

指定管理者が
行う業務

施設内容

施設の外観

( ５年間 )指定期間

施設名
０８９－９６７－６６６７

所在地

ターミナルビル（旅客施設、事務所施設、店舗施設、海が見える研修室等）、立体駐車
場、高架通路

施設の管理体制

松山観光港ターミナル株式会社 平成26年4月1日

開館日・開館時間

28,699

24年度

28,699

年中無休、開館時間ＡＭ4：00～ＰＭ11：00

(１)　旅客施設の運営に関すること。
(２)　旅客施設の利用の促進に関すること。
(３)　旅客施設の施設、附属設備及び備品の維持管理に関すること。
(４)　その他知事が定める業務

利用料金等

（設置年月日） http://www.kankoko.com/（平成12年10月7日）

平成31年3月31日

海の玄関口である松山観光港の利便性を高め、利用促進を図る。
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県所管課

松山観光港ターミナル
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対前年度増減率
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土木部河川港湾局港湾海岸課
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ア）サービス向上を図る主な取組み

（○は指定管理者制度導入以降、継続的な取組み、☆は新たな取組み、※は利用者からの要望による取組み）

イ）利用者からの声への２７年度の対応状況

　松山観光港ターミナル株式会社は、高速道路料金の大幅値下げ等の
影響による相次ぐフェリー航路の廃止により船舶利用者数が激減する
中で、快適な空間づくりに努め、ターミナルは愛媛の海の玄関口として
相応しい施設として維持管理されている。
　また、同社はこれまでも様々なイベントへの企画・運営や、ポスターや
パネル展示の実施など港利用者の増加や快適な空間の提供に積極的
に取り組んでいる。
　ターミナル利用者については、昨年度は、5月と9月の大型連休が好
天に恵まれたことなどから、前年を上回る73万人を確保することができ
た。
　28年度以降も「えひめいやしの南予博2016」や「愛顔つなぐえひめ国
体・えひめ大会」などの開催により利用客の増加が見込まれること、観
光庁が推奨する「新ゴールデンルート（京都～広島～松山）」に位置付
けられていることから、訪日外国人観光客の増加も期待できるため、今
後ともサービスの質向上に向けた取組みを継続していく必要がある。
　なお本施設は開業後15年を経過しているが、修繕等適切な維持管理
を実施している。

　指定管理者としての利点を最大限に生かし、当社施設と県有施設を一
体的に運営することにより効率的な運営と快適な環境づくりに努めた。
　施設の維持管理に当たっては、業務の基本方針を踏まえ、ローコスト
で維持しつつ、安全・安心で快適な待合所の空間作りに努めた。
　また、誘客促進事業として、県内外関係各市町の観光パンフレット及び
観光ポスターの常設展示を行うとともに、訪日外国人観光客が快適に利
用できるよう、ホームページの多言語化や多言語パンフレットの配布を
実施するなど、受入環境の整備に努めた。
　引き続き、海洋思想の啓蒙に努め、海洋国日本の将来を担う若者の育
成に寄与するとともに、地元を含めたターミナルの賑わいづくりを継続
し、将来の利用者の裾野を広げる事業に取り組んだ。

利用者からの評価や苦情・要望の主な内容

（利用者が積極的に評価した主な意見）
　アンケート用紙をロビーに設置し、利用者等の忌憚のない意見
の吸い上げに努め、　以下のような意見をいただいた。

　　・1　とてもきれいに清掃ができており、パンフレットも充実して
いる。
　　・2　接客が悪い
　　・3　駐車場の割引が欲しい
　　・4　サイクリング自転車用の専用駐輪場を設置して欲しい。
　　・5　Wi-Fi（公衆無線LAN）がつながるようにして欲しい。

利用者からの苦情・要望への主な対応状況

指定管理者の自己検証 県の施設所管課の確認・検証意見

平成２７年度の内容

（利用者からの苦情・要望への主な対応状況）

・1　「不快感を持つ諸要因の改善又は除去」という基本方針に
則り、日常清掃及び定期清掃等を実施し、関係機関と連携しな
がら、日頃より美化清掃に努めている。また、誘客促進事業とし
て、施設内の各所に県内外市町の観光パンフレット及び観光ポ
スターを展示し、利用者に情報を発信している。
・2　各船会社やテナント事業者に対し、利用者からの意見を伝
え、施設全体として改善に努めていく。
・3　広島行きの航路では、船会社において乗船券と駐車場割引
等がセットになったチケットを販売しており、カフェレストランにお
いても一定金額以上の利用者に対し無料券を配付している。
・4　港湾管理者と検討の結果、船の乗降客の支障とならない南
高架通路の1階に専用駐輪場のスペースを設けた。
・5　外国人観光客や県内外の旅行者等が無料でスマホやタブ
レットに接続できる県内共通のアクセスポイント「えひめFree Wi-
Fi」を設置し、利便性の向上に努めている。

○海の日制定20周年及び松山観光港ターミナル開業15周年記
念事業として、7月26日に「呉・江田島歴史探訪クルージング」と
銘打ったクルージングを実施し、県内在住者97名の参加を得て
第一術科学校と大和ミュージアムを見学した。
☆松山観光港ターミナル開業15周年記念企画として10月20日に
健康料理研究家のフローレンスみつこさんとベイ・クレール総料
理長とのコラボレーションによる「瀬戸内の恵み、自然と食」と銘
打った食事会を実施し、93名の参加者に当港の海に面したロ
ケーションを満喫していただきながら、旬の食材を使用した健康
的な料理を味わっていただいた。
☆5月より瀬戸内・松山ツーリズム推進協議会によるレンタサイク
ル事業の開始に伴う自転車展示場の提供等の協力を開始した。
○誘客促進事業として、１階ロビー螺旋階段付近等施設内の各
所に県内外市町の観光パンフレット及び観光ポスターを展示し、
観光地への誘客と航路利用促進を図ることを目的とした広報活
動を継続実施した。
○1階ロビー展示スペースでは、4月に「松山市坂の上の雲ミュー
ジアム展」、6月に地元有志による紫陽花の鉢植えの設置、9月に
「内航海運パネル展」、12月から1月まで「愛南町シーボーンアー
ト展」を実施し、快適な空間づくりに取り組んだ。
○松山地区地方祭における神輿の練り歩き、12月のクリスマスツ
リー、年末年始には門松を設置し、利用者に季節の風物詩を楽し
んでいただくとともに、高浜地区成人式（46名参加）には会場を提
供し、地域に親しまれる施設づくりに取り組んだ。

平成２８年度の内容（予定含む）
　引き続き、施設の適正な維持管理に努めるとともに、ポスター
やパネル展示等を行い、観光情報の発信に努め、利用者への
快適な空間を提供する。また、観光庁が推奨する「新ゴールデン
ルート」における瀬戸内海の海上ルートの要として当港を位置づ
け、船社とともに訪日外国人を取り込むように努める。
　「えひめいやしの南予博2016」や「愛顔つなぐえひめ国体・えひ
め大会」「愛顔つなぐえひめ国体」競技別リハーサル大会の開
催に併せ、利用客の増加、港の活性化に繋げていく。
　若年層の方に対し、海洋思想の啓蒙により海と港と船に愛着
をもっていただけるようなイベント等を企画実施していく。具体的
には、7月の海の日に『瀬戸内クルージング』を実施し、港の賑
わいづくりと、港と航路の維持・発展に努めていく。また、成人式
等の地元イベントにも積極的に協力し、親しみある港づくりに取
り組んでいきたい。

　平成18年度に指定管理者制度を導入したことで委託料の削減を図ることができたが、フェリー定期航路の廃止等にともなう利用者の減少や施
設の老朽化に伴う修繕費等の増加など、ターミナルを取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続くものと思われる。このため、今後も利用者の満足
度の向上に努めながら、引き続きコスト削減を図るとともに、利用者増加に繋がる新たなターミナル利用策の検討が必要である。
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